
２００６ 年 １０ 月 ２０ 日

文京区都市計画審議会 会長 戸沼幸市 様

元町公園に関する要望書

貴職の文京区の都市計画審議会におけるご尽力には、 深く敬意を表します。

私 達 は、 ８月 ８ 日 に元 町 公 園の 都 市 計 画公 園 の 変 更 につ い て 決 定 を行 う 前 提 と して、

「文京区文化財保護審議会」 及び 「文京区景観審議会」 による元町公園についての調

査 や 判 断 が 必 要 と 考 え
、
委 員 長 宛 の 要 望 を 行 い ま した。

しか し、 ７月 ２６ 日に 開 催 さ れた 都 市 計 画審 議 会 以 降、 文 京 区 長及 び文 京 区 教 育長 の

元町公園に関する諮間や文化財的な価値に関する調査は行われていません。 このこと

は非常に残念と言わざるをえません （経緯については別紙１参照）。

９ 月 ８ 目 に は、 区文 化 財 保護 審 議 会 委員 より 連名 で
「元 町 公 園・元 町小 学 校 の保 存・

活用に関する要望書」（別紙２） が区長宛に提出されていますが、 区長はこの要望を慎

重 に検 討せ ず、 元 町公 園 の 建 築図 面 と して Ａ 案 ・Ｂ 案・Ｃ 案 （非 公 開） を 作 成 し
「約 ９

００㎡を国の登録文化財の認定として可能かどうか」（別紙３ 教育委員会の情報公開

資料） の一部修正の検討を各方面に打診、
「歴史性を継承」 に限定した 「旧元町公園現

況 調 査 委 託」 （別 紙 ４ １０月 ６ 日） を突 如 行 っ て い ま す。

文京区文化財保護条例の第３条の６は 「教育委員会は、 文化財について調査し、 そ

の 所 在及 ぴ保 存 状 況 を明 ら かに する よ う 努 め な けれ ば な ら ない。」
と して いま す。 元 町

公園に関する文化財的価値は、 行政が決定するものではなく
「国の登録文化財」 とす

るかどうかの場合も含めて、 区文化財保護審議会の専門的な調査・検討において判断

さ れ る べ き も の で す。



区文化財保護審議会における調査・検討をせず、 要望書も無視することは区条例違

反と考えられますので、 次回の都市計画審議会での継続審議にあたっては、 その前提

として、 区条例を尊重し、 元町公園の文化財的価値に関して区文化財保護審議会に諮

問していただけるよう都市計画審議会会長から区長及び教育長に強く要望していただ

く よ う 要 請 す る も の で す。

文京区都市計画審議会委員 鹿倉泰祐

同 国府田久美子

同 笠原忠克
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元町公園問邊についての経韓

２月 １ 目

３月 ６日

３月 ９日

４月 ２０ 日

７月１１ 日

７月１９ 日

７月 ２６日

７月 ３１ 日

８月 ４ 日

８月 ７ 日

８月 ９ 日

８月 １４ 日

８月 １８ 日

８月 ２１ 日

８月 ２４ 日

８月 ２８ 日

８ 月 ３０ 日

８ 月３１ 日

９月１ 日

区長決定 「旧元町小学校跡地の活用について」

総合体育館の移設、 元町公園の一体的整備、 共同事業による実施等の方針を決定

総務区民委員会 元町公園についての報告

区長決定 「旧元町小学校跡地の活用における基本方針に基づく具体策について」

都市計画変更についての説明会日程等を決定

都庁 （関課長、 伊藤敏行事業調整担当係長） に説明 企画課長、 教育庶務課長

（議会答弁における説明）

総務区民委員会 元町公園についての報告

庁議 区長 の発言 「区 政にと っても大 きな 山場の暑 い夏と なる が、 文京 区の未
来が かかっ

た 大 きな課 題で あ り、 後世 の区 民に 対 して大 きく 舵 を
と ること に もな る。」

都市計画審議会 元町公園に関する都市計画変更 継続審議

元町公園のイメージ図 （Ａ案Ｂ案Ｃ案） 委託契約 （非公開）

区文化財保護審議会 元町公園についての要望書配布 事務局諮問しない理由説明

事務調整会議 （非公開）

区文化財保護審議会有志 元町公園視察

政策調整会議 （非公開）

旧元町小学校跡地等利用検討会 第１回 検討会と部会の設置、 検討事項の確認

第１回検討部会 「検討事項」

議事録 ｒ都との協議の際に示した内容を最低限の条件とする」

教育庶務課長 文化庁に説明 （旅行命令簿による情報公開）

元町公園に関する意見交換会 起案・決定

教育庶務課長 都庁へ説明 （旅行命令簿による情報公開）

第２回検討会・部会合同会議 議題 「元町公園の歴史性の継承に関する検討」

庁議 区長 「区の示している案が最良の案であると考えているが、 … 住民に理解しても

らう こと が大 切」

元町公園のイメージ図 （Ａ案Ｂ案Ｃ案） 納品 （非公開）

元町公園に関する基礎調査委託制作物 納品 （非公開）

第３回検討会１部会合同会議 議題 「元町公園の歴史性の継承に関する検討」

Ａ案Ｂ案Ｃ案を配布し回収 （不存在・非公開にも該当せず資料なしと回答）

１



９月４日 元町公園に関する意見交換会開催 （会議・資料 非公開）

＾案Ｂ案Ｃ案示される （非公開）

９月６日 企画政策部長・教育庶務課長他 （旅行命令簿による情報公開）

文化庁 （主任文化財調査官 本中眞、 調査官 平澤毅） に説明

「Ｃ 案 に ある約 ９０ ０ ㎡を国 の登 録文 化財 の 認定 と して可 能か どう か お伺 い した い。」

教育委員会の情報公開資料 （別紙）

（同席 都教育庁生涯学習部 計画課関瓦課長、 伊藤敏行事業調整担当係長）

９月８日 区文化財保護審議会委員連名 要望書提出 （別紙）

９月１２日 区文化財保護審議会委員５名にＡ案Ｂ案Ｃ案を見せ、 意見を求める （非公開）

９月 １４ 日 第４ 回検 討会 議 題 「事 業ス キー ム」 （非公 開）

９月２６日 総務区民委員会 元町公園問題報告

第５ 回 旧元 町小学 校 跡地 等利用 検 討会 ・部 会 （資料 ・不 存在）

議 題 ｒ歴史 性の 継承 につ いて」 「そ の他」

９月２７日 総務区民委員会 元町公園についての報告

１０月 ４日 文 化 庁に説 明 主 任文 化財調 査 官 本中 眞、 文化 財調 査官 平澤 毅

元町公園の現況調査について

区文化財保護審議会委員への説明状況について

教育推進部長、 教育庶務課長、 特命担当課長 （旅行命令簿による情報公開）

１０月５目 第６回旧元町小学校跡地等利用検討会・部会 （資料 委託仕様書）

議 題 「歴史 性の 継承 につ い て」 「その 他」

助役名での決定文書 「元町公園現況調査委託の実施について」

１０月６日 旧元町公園現況調査委託

委託先 （財） 文化財建造物保存技術協会

１０月 １７ 日 第７ 回旧 元 町小 学校 跡地等 利用 検 討会 ・部 会 （資料 ・不 存在）

＊注 （ ） 内の表 記は鹿 倉が情報公開を行っ たもので非公開・時 限秘な どのもの。
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傍聴者用資料

席上配付資料
２ ０ ０６ 年 ９月 ８ 目

文京区教育長 宮下 眞 殿

文教教麻

号
第

１８，
９．一
８

京区教育

文京区文化財保護審議会委員

同

同

．

同

同

同

同

内田 青蔵

副島 弘道

谷川 章雄

中村ひろ子

林 亮勝

藤井央二郎

宮崎 勝美

「元 町公 園・元 町 小 学 校 の保 存・活用 についての 要 望 書」

提出三ついてのご報告

２００６年９月 ８日付けで区長煙山カ殿宛に別添の「元町公園・元町小学校の保存＝活

用についての要望書」を提出 いたしましたことをご報告いたします軋

ｒ
’



雪
２ ０ ０ ６ 年 ９月 ８ 日

文京区長 煙山 力 殿

文京 区文化財保護審議会委員 内田 青蔵

同

同

同

同

同

同

副島 弘道

谷川 章雄

中村ひろ子

林 亮勝

藤井英二郎

宮 崎
’
勝美

元町公園・元町小学校の保 存・活用 についての要望書

文京区 におかれましては区立元 町公 園への総合体 育館の建設と旧元町小 学校の解 体が

都 市計画審議会において検討されている旨聞き及んでおります。

ご 承 知 のように、元 町公 園・元 町 小 学 校 は、 大 正１２年９月１日 の 関 東 大 震 災 の後、 直ち に

設 置された帝都復興院（総裁：後 藤新平）によって計画・設 置された５２箇所のひとっで、往 時

の構 成がよく保 存されている唯】の公園・小 学校であり、下記に記しましたように多面的価値

を有 する文化財として貴重であります。

この区内の貴重な文化 財を失うことは、文京区文化財保護 審議会委員として微カながら区

内の文化財保護に努めてまいりました私どもにとりましても、まことに遺憾なことと言わざるをえ

ま せ ん
。 １

つきましては、元町公園・元町小学校の極めて高い文化財的価 倒干鑑み、その保 存・活用

にご 尽力 下さいますよう、ここに要 望致します。

１， ５２箇所は、いずれも小公園と小学校を隣接させ、地域の中巾施設として東京 市によっで

設 置されたもので、往 時の構 成をよく保存した唯ｉの震災復興小公園・小学校としてわ

が国の戦前期に実施された優れ牟都市計画上の事例として、極めて貴重である。



２・ 元町公 園（計画・設計責 任者：井下清）は、とりわけ神田川を見下ろす台地の端に位置す

るなど地形の特性を配慮しながら、人々がこの公 園から震災後の復興の様子を一望し再

興の決意を新たにすることを意図した優れた設 計であり、極めて貴重である。

３、 元町小 学校は、強固な耐震性をもった重厚な昭和 初期の鉄筋コンクリート構 造による学

校建築として数少ない建物 であり、また、表現派 の影 響を示すなど時代性を反 映した外

部 意 匠 は建 築 史 上、 極め て 貴重 である。

４、 上記の背 景から地 域の人々 は震災後の復興 の記憶を思い起こす場として、また文化 遺

亭として 等しく愛 着 を持って おり、 強い 保 存 要 望 がよせられている。

５、 （杜）目 本 造 園 学 会、（杜）日本 建 築 学 会、（杜）土 木 学 会 など、 多くの 関係 学 会から学 術

自乍イ甲値が評価されており、多 面的価値を有する文化財として極めて貴重である。

６ い 文化庁 文化財審 議会名 勝部会委員から河合 文化庁長官に対して元 町公園の保 存要望

書が提出されていること、また東京都史跡等整備 検討委員会報告（平成１６年３月３ユ目）

にお いて名 勝 指定対 象とすべき公園の筆頭に挙 げられていることに見られるように、元

町公園の文化財としての価値は東京都や国のレベルでも高く評価されている。



別 秋 ３ 掘寿於作隼り
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惰舌蔵 ㈲．
元町公園について

１ 経緯

・ １８年３月 ６目 総務区民委員会 旧元町小李校跡地活用について報告

総合体育館の移設

元町公園との一体整備 公園機能と防災機能の向上

１８年３月 １３目 教育委員会へ 同跡地活用について報告

１８年７月 ２６日 都市計画審議会 文化財保護審議会景観審議会の意見を

聞 く べ き と の 意 見 あ り、 継 続 審 議 と な る。
・ １８ 年８月 ４目 文化財保護審議会 上記意見等とこれに対する事務局の

考 え を説 明。
・ １８牛８月７目 文化財保護審議会委員５名現地視察後打ち合わせ（４名）。

在意の意見として区長あて要望書を提出することとなる。
・ １８ 年 ８月 １８ 目 文 化 庁 へ 説 明

２ 教育委員会事務局の考え方

・ 昭 和 ６０ 年 度 に、 復 元 整 備 さ れ た こ と、 平 成 １０ 年 度 刊 行 の 「文 京 ・ま ち

再発見」 に掲載した内容から、 震災復興公園としての歴史的価値は認めて

し・ る
。

・ 一 方 で・ 老朽 化 の た め・ 建 替 え が 求 め ら れ て１・る 湯 島総 倉 体
古 館 の 元 町

公園への移設計画が、 教育委員会としても体育館の早期建替えを推進する

立 場 に ある こ と、 元 町公 園 を よ り 快 適 に 利 用 し や すく、
ま た、 防 災 機 能 も

備えた公園と して一体整備することが区全体の公益性の向上に寄与する

ことが認められること、 公園の歴史性の継承について可能な限り配慮して
一 ＾ いく 方 針 が ある こ と、 こ れ らの こ と か ら、

教 育 委 員 会 事 務 局 と して は、 当

該都市計画変更に対しては、 公園の歴史的価値に可能な限り配慮していく

計 画 で あ る と 是 認 して い た。

しかしな ・
、
文京区文化財保護審議会委員や造薗学会などの意見さら

に 市計画審議会での審議など公園の文化財的な価値についセ検討すぺ

き と の 要 望 が あ る こ と か ら
、 区 長 部 局 にお い て、 教育 委 員 会 も 含 め た 検 討

組織を設置し、 公園の歴 史性の検証について、 外部専門家の意見聴取を踏

ま え検 討 を 行 っ て いく こ と と した。
・ 教 育 委員 会 事 務 局 と して は、 こ の 検 討 の 動 向 を踏 ま える と と

も に
、 区の

Ｃ案にある約９００㎡を国の登録文化財の認定として可能かどうかお伺

い した い
。
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委 託 仕 様 書

１ 件 名

元町公園現況調査委託

２ 目 的

震災復興小公園と して設置された元町公園の歴史性の継承について、現地調査及ぴ図

面の 作成 等 を行 う必 要が ある。

３ 委託期間

契約締結 目の翌目から平成１８年１１月 １０日まで

４ 委託内容

（ｉ） 元町公薗に係る既存歯牢、 資科の収集、 整理

生活文化との関わづについ て補足 的に資料収集を行う。

（２） 元町公園の現地調査及び図面の作成

① 実測調査及ぴ図面の作成

実 測 調査を 行 い、 以 下 の図 面 を作 成 する。 既 存図 面 を元 に行 う。

主要 施設 と して はアー チ 壁泉 及 び 階段周 辺、 テ ラス、 パ ー ゴラ、 カス ケー ド、

遊具、
魚明 機 器、 柵 な ど。 細 部 意匠 に 関 して は １：５ 程度 の 図面

を 作成す る。

ア 平 面図 の作 成 （１ ： ２ ００ 程 度、 測量 図
ヒ基づく）

イ 断 面図 の作 成 （南北 方 向、 １ ： ２００ 程度、 測 量 図に 基づ く）

ウ 主 要施設 の 平面、 断面、
立 体 図の 作成 （１ ：２ ０ ～１ ： ５０ 程度）

工 細 部意 匠詳 細図 （１ ： ５程 度）

オ 公園内の樹木樹種・幹径調査 （配置図に記入）

カ 写真撮影 （３５ミリ による撮影を行い台帳に整理する）

② 主要施設の破損状況の調査 ・

目 視 による 調 査を行 う。 同 時に、 施 設の 材質 調査 を 行う。

③ 痕跡復原調査

昭和５９年度の復原整備により変更、 改変部分の確認及び当初図面との比

較 によ る復元 的 考察 を行 う。

④ 景観特性にかかる調査

可視領域の把握及び景観 特性の把握を行う。

ｃ ■
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（３） 報告書の 作成

上記各種調 査をまと めた報告 書を作成する （図面・写真 添付）。

報告書はＡ４ （一部Ａ３） 白黒、 ２０
ぺ一ジ 程度、 コ

ピーくる み製本

５０部 及び電子データ

５ そ

（１）

（２）

（３）

の 他

そ の他、 本仕様 書に記載のない事項及び疑義が 生じた場合 については、 主管

課 と受託業者が協議 の上決定する。

本契約の履行にあ たっては、 文京区個人情報保護条例 を遵守すること。

本契約の履行に当たって 白動 車を使用 し、 又
は使用 させ る場合 は、 都民の健

．
康 と安全を確保する 環境に関する条例（平成１２年度 東京都条例２斗５号）他、
一各 県条例に規 定する ディー ゼル車規制に適合 する自動 車とすること。 なお、

適 合の確認のた めに、 当該 自動 車
あ自動車検 査証 （車検証）、 粒子状物質減

少 装置装着証明書奪 の提示又 は写の提出を求められた 場合には、速やかに提

示 又 は提 出 す る こ と。

担当：
．
企画政策 部特命担当課長 神野

電 話 ５８０３－１１２６・
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